
 

 

 

 

 

                           （令和５年８月改正版）  

碧南市では、若年がん患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して日常生活を送

ることができるよう、在宅における療養生活を支援します。  

 

●問合せ  碧南市健康課（保健センター内）成人保健係  

電話：0566-48-3751 

      住所：〒447-0855 碧南市天王町１丁目７０番地  

Ｅメール：kenkouka@city.hekinan.lg.jp 

 

 

 

対象者  

下記の①～④の全てに当てはまる方  

①利用時において、碧南市に住民登録している方  

②利用時において、４０歳未満の方（４０歳の誕生日の前々日まで）  

③がんと診断された方（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復

の見込みがない状態に至ったと判断した方）  

④在宅における療養生活の支援及び介護が必要な方  

対象の  

サービス  

①在宅サービス  

②福祉用具の貸与  

③福祉用具の購入  

※他の制度において支援事業と同等の助成又は給付を受けているものは、対象

外となります。  

助成額  

在宅サービス等の利用費用の９割相当額（１円未満の端数は切り捨て）  

上限１か月５４，０００円  

※１か月あたり６万円を上回った分の利用費用は、全額自己負担となります。  

申請  

書類  

①若年がん患者在宅療養費助成事業申請書  

②若年がん患者在宅療養費助成事業意見書  

※意見書作成料は、助成の対象外です。  

③在宅サービス等の利用に係る領収書（原本）  

 申請者（又は対象者）の氏名（フルネーム）、サービス利用日（購入日）、利用

（購入）金額、サービス内容（品名）、領収書発行者名の記載があるもの  

※①②は、保健センター又は市ホームページで入手できます。  

申請  

方法  

申請に必要な書類を碧南市健康課（保健センター）へご提出ください。（郵送可） 

受付時間：平日の午前８時３０分～午後５時（年末年始除く。）  

申請  

期限  

在宅サービス等の利用日の翌日から１年以内、郵送の場合は必着です（令和５

年４月１日以降の利用に限ります。）。  

若年がん患者の方の  

      在宅療養費用を助成します  

 

mailto:kenkouka@city.hekinan.lg.jp


Ｑ＆Ａ  

Ｑ．具体的にどのような在宅サービス等が助成の対象となりますか。  

Ａ．以下の①から③の在宅サービス等です。  

 助成の対象となる在宅サービス等の内容  

①在宅サービス  

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、

居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、その他必要と認めら

れるもの  

※保険適用のものは、対象外となります。  

②福祉用具の貸与  

手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、車いす、車いす付属

品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、

移動用リフト（つり具の部分を除く。）、自動排泄処理装置、そ

の他介護保険で認められるもの  

③福祉用具の購入  

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、

簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器、

その他介護保険で認められるもの  

 ※他の制度において支援事業と同等の助成又は給付を受けているものは、対象外となります。 

 

Ｑ．サービス提供事業者に指定はありますか。  

Ａ．法人格であること、サービスの提供事業者の代表者が補助対象者の同居者でないこ

とが必要となります。  

 

Ｑ．代理申請は可能ですか。  

Ａ．可能です。助成対象者が未成年の場合は、保護者が申請してください。  

 

Ｑ．助成の申請はいつ行えばよいですか。  

Ａ．在宅サービス等の利用後に、月単位で申請してください。  

ただし、同一の年度内に利用された在宅サービス等については、まとめて申請する

こともできます。  

また、申請書類の「若年がん患者在宅療養費助成事業意見書」は、提出された翌日

から１年以内は省略することができます。  

 

Ｑ．クレジットカード決済で福祉用具を購入しました。領収書をもらえませんでした

が、どうしたらよいですか。  

Ａ．領収書の代わりに、支払いしたことがわかるものと申請者（又は対象者）の氏名、

購入日、購入金額、品名、購入先名称が確認できるものをご提出ください。  

 【購入内容が確認できる書類】  

購入した対象品が掲載されているパンフレットやカタログ等  

 【支払金額が確認できる書類】  

  レシート、クレジットカード売上票等  

 

●問合せ  碧南市健康課（保健センター内）成人保健係  電話：0566-48-3751 


